
おおおお客様各位客様各位客様各位客様各位拝啓　貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。さて、当社ではお客様にホットな最新情報をお届けするために、情報誌の発行をしています。皆様の課題解決のお役立ちが出来れば幸いです。
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緑屋テクノ株式会社　　においの情報誌　　ｅ－ｎｏｓｅ　第２号より

悪臭防止法とは！悪臭防止法(以下「法」という）は、工場その他の事業場（以下単に「事業場」）における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
（（（（１１１１））））排出規制排出規制排出規制排出規制のののの対象対象対象対象（（（（法第法第法第法第２２２２条条条条））））　　排出規制の対象とするのは、「特定悪臭物質」及び「臭気指数」です。　　ア　臭気指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「臭気指数とは｣、臭気の強さを表す数値で、においのついた空気や水をにおいが感じられなくなる　　まで無臭空気（無臭水）で薄めたときの希釈倍数（臭気濃度）を求め、その常用対数を１０倍した数　　値です。　　　　　　　　　　臭気指数臭気指数臭気指数臭気指数　＝　　＝　　＝　　＝　１０１０１０１０　　　　××××　Ｌｏｇ（　Ｌｏｇ（　Ｌｏｇ（　Ｌｏｇ（臭気濃度臭気濃度臭気濃度臭気濃度））））　　臭気を１００倍に希釈した時、大部分の人がにおいを感じられなくなった場合、臭気濃度は１００、そ　　の臭気指数は２０となります。なお、臭気を３０倍に希釈したときの臭気指数は１５、臭気を１０倍に　　希釈したときの臭気指数は１０となります。　　イ　特定悪臭物質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「特定悪臭物質」とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損うおそれのある物質であって政令　　で指定するものです。現在２２物質が指定されています（硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニア、　　など）。
（（（（２２２２））））規制基準規制基準規制基準規制基準のののの設定設定設定設定（（（（法第法第法第法第４４４４条条条条)　　県知事（又は指定都市・中核市・特例市の長）は、規制地域における自然的、社会的条件を考慮し　　て、「臭気指数」又は「特定悪臭物質」の規制基準を定めています。
規制基準規制基準規制基準規制基準のののの範囲設定範囲設定範囲設定範囲設定（（（（６６６６段階臭気排出強度表示法段階臭気排出強度表示法段階臭気排出強度表示法段階臭気排出強度表示法））））　　悪臭防止法に基づく、敷地境界の規制基準の範囲は、６段階臭気強度表示法による「臭気強度　　　　２．５～３．５に対応する「臭気指数」又は「臭気濃度」で定めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「６段階臭気強度表示法」とは、「においの強さ」を数値化したものです。
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